
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　建設局下水道部施設課　（電話番号　078-806-8715）

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　下水道光ファイバーは、ポンプ場の遠方制御、施設・設備情報システム等の通信ルートとして汚水管内に敷設し使用して
いるものである。本業務の撤去対象である本庁舎接続工区の下水道光ファイバーは、本庁舎２号館の再整備に伴い既に
使用を停止しているが、引き続き残置すれば、将来的に管渠の閉塞、汚水溢水の原因となる可能性があるため、今回撤
去するものである。
　本庁舎接続工区の下水道光ファイバーは、上記業者によりテンションガイド工法によって敷設されたものである。テンショ
ンガイド工法では、本管用多機能装置車という専用の装置を用いて専用の支持材により光ファイバーを固定しているが、
その支持材の撤去には同装置を用いなければ完全に取り去ることができない。
　芦森エンジニアリング株式会社は、現場状況を熟知している上、テンションガイド工法により敷設された光ファイバーを撤
去するための専用の装置及び技術を有する唯一の業者であるため、本撤去作業は当該業者にしか履行できない。
　以上の理由により、上記業者と随意契約を行うものである。

光ファイバーケーブル撤去作業（本庁舎接続工区）

芦森エンジニアリング株式会社


